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１
件
を
含
む
）
の
審
査
を
行
い
ま
し

た
。主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

介
護
認
定
申
請
数
の
大
幅
増
加
に

伴
い
、
介
護
認
定
審
査
会
の
委
員
の

定
数
を　

人
以
内
か
ら　

人
以
内
に

30

38

改
正
す
る
も
の
。
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認
定
審
査
は
、
国
で
少
し
ず
つ

変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
軽
度
又
は
重

度
に
傾
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、

現
状
に
あ
っ
た
見
方
に
変
わ
っ
て
き

て
い
る
の
で
、
国
の
基
準
通
り
に
審

査
を
行
う
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。

　

児
童
虐
待
防
止
対
策
緊
急
強
化
事

業
に
基
づ
き
、
平
成　

年
度
に
限
り
相

23

談
指
導
業
務
に
従
事
す
る
家
庭
相
談
員

を
２
名
か
ら
３
名
に
増
員
す
る
も
の
。
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平
成　

年
度
は
１
０
０
％
の
補

23

助
が
あ
る
の
で
１
名
増
員
す
る
が
、

平
成　

年
度
以
降
は
２
名
に
戻
す
予

24

定
。
補
助
が
継
続
さ
れ
、
虐
待
が
増

え
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
条
例
を
改
め

る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　

当
初
予
算
に
お
い
て
入
所
児
童
数

を
８
６
５
人
で
積
算
し
て
い
た
が
平

成　

年　

月
現
在
で
８
７
９
名
と　

22

10

14

名
増
加
、
そ
の
後
も
伸
び
て
お
り
運

営
費
に
不
足
を
生
じ
る
た
め
１
千
８

０
９
万
９
千
円
の
補
正
を
す
る
も
の
。
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私
立
保
育
園
は
８
園
あ
り
、
定

数
７
４
０
名
だ
が
、
待
機
児
童
を
な

く
し
て
い
く
と
い
う
市
の
方
針
に
よ

り
保
育
士
数
、
施
設
面
積
が
一
定
基

準
あ
れ
ば
定
数
の　

％
増
程
度
で
受

20

け
入
れ
を
し
て
い
る
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
３
月

　

日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受
け
た

10執
行
部
提
出
議
案
５
件
（
分
割
付
託

１
件
を
含
む
）
の
審
査
を
行
い
ま
し

た
。主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

若
山
堤
の
水
利
権
を
持
つ
小
郡
東

水
利
組
合
が
解
散
し
た
た
め
、
こ
れ

ま
で
の
水
利
利
用
積
立
金
を
市
に
寄

付
す
る
も
の
で
、
今
後
の
維
持
管
理

費
用
に
充
て
る
た
め
基
金
と
し
て
整

備
す
る
も
の
。
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現
在
、
大
原
地
区
の
排
水
、
浸

水
対
策
と
し
て
１
万
２
千
ト
ン
の
貯

水
能
力
を
持
つ
調
整
池
と
し
て
整
備

し
て
お
り
、
今
後
も
市
街
地
の
浸
水

対
策
と
し
て
の
調
整
池
と
し
て
整
備

を
進
め
て
い
く
。
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市
民
の
市
政
参
画
を
図
る
た
め
、

市
民
公
募
委
員
を
加
え
ら
れ
る
よ
う

改
正
す
る
も
の
。
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平
成　

年
か
ら
休
園
し
て
い
た
宝

13

城
幼
稚
園
に
つ
い
て
、
当
該
地
区
の

乳
幼
児
数
の
動
向
を
見
て
も
園
児
数

の
増
加
が
見
込
め
な
い
こ
と
か
ら
平

成　

年
３
月
末
で
廃
園
す
る
た
め
に

23
改
正
す
る
も
の
。
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市
主
催
事
業
の
使
用
料
免
除
に
関

す
る
事
項
の
見
直
し
及
び
音
楽
教
養

室
使
用
料
の
１
時
間
８
百
円
を
５
百

円
に
減
額
改
正
す
る
も
の
。
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１
日
に
つ
き
５
百
円
、
１
月
で
３

千
５
百
円
ま
で
の
支
払
い
を
求
め
て

い
た
３
歳
以
上
就
学
前
の
幼
児
の
入

院
費
を
無
料
に
す
る
た
め
に
改
正
す

る
も
の
。
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次
期
レ
セ
プ
ト
審
査
支
払
シ
ス
テ

ム
等
導
入
負
担
金
や
返
還
金
の
確
定

及
び
還
付
金
の
増
額
に
伴
い
、
総
額

７
０
４
万
９
千
円
を
補
正
す
る
も
の
。
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下
水
道
整
備
費
と
流
域
下
水
道
事

業
の
建
設
負
担
金
の
補
正
及
び
公
共

下
水
道
事
業
汚
水
通
常
分
の
一
部
に

つ
い
て
繰
越
明
許
費
の
計
上
な
ど
１

４
５
万
８
千
円
の
増
額
補
正
を
す
る

も
の
。
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筑
紫
野
市
と
の
境
界
に
お
け
る
下

水
道
施
設
を
相
互
に
利
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
下
水
道
事
業
の
効
率
的
で

円
滑
な
運
用
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て

協
議
を
行
い
、
協
定
を
締
結
す
る
も

の
。
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開
発
行
為
に
伴
う
３
路
線
の
認
定
、

道
路
改
良
等
に
伴
う
４
路
線
の
路
線

変
更
を
行
う
も
の
。
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小
郡
市
議
会
は
、
被
災
地
支

援
の
た
め
各
議
員
か
ら
義
援
金

を
募
り
、
３
月　

日
、
日
本
赤
十

22

字
社
等
を
通
じ
て
被
災
地
域
に

送
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き
議
員

一
丸
と
な
っ
て
、
復
興
支
援
を

続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

一
日
も
早
い
復
旧
及
び
復
興

を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。


